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「市民の生命と財産を守る」という市に課せられた最も重要な使命を果たすため、耐震診断および耐震

改修を計画的に促進し､地震に強い安全な地域社会を､市民のみなさんと一体となって築いていきます｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

資料－４    守山市耐震改修促進計画の概要 

国の基本方針 

 
 

【住     宅】                               【多数の者が利用する建築物】 
 
 
 
 
 
 
 

（住宅・土地統計調査から推計。住宅の平成 37 年度総数は、守山市総合計画の世帯数推計の増加率により算出） 
（耐震改修実績について昭和 56 年以降も含む項目にて集計した推計値：H27 年度約 90％） 

 
 

【市が所有する建築物 （法令上構造計算を要しない建築物（平屋でかつ 200 ㎡以下など）を除く））】 
                               ●耐震性不十分                ●耐震性調査中 

・市役所（５棟）                  ・久保団地（３棟）  

・シルバーワークプラザ守山（1 棟）         

・老人憩いの家（1 棟） 

・守山中学校（２棟（平成 28 年度 解体予定）） 
 

 

現 状（平成 27 年度）

 

平成 37 年度 

 

●住宅・建築物の耐震化 

 

多くの木造住宅が被害 

 

 

 

木造住宅耐震改修の促進 

 

 

 

 

 

 

 

緊急輸送道路の閉塞、防災拠点施設が被災 

 

 

 

建築物の耐震改修 

●滋賀県の耐震化の目標 

【住 宅】 

住 宅】 

 

 

 

 

【多数の者が利用する建築物】 

 

 

 

 

 

 

【県が所有する防災上特に重要な建築物】※１ 
 
 
 
 
 
 
 
※耐震性不十分とは、昭和 56 年 6 月以前に着手された建

築物で､耐震性が低いもの。 
※１滋賀県地震防災プログラムによる。なお、「防災上特に重要な建築物」と

は、医療機関、社会福祉施設、学校関係施設、防災拠点施設等を指しま

住宅の耐震化率 
【平成 25 年度】  【平成 32 年度】      【平成 37 年度】 

82%       95%     耐震性が不十分な住宅
をおおむね解消 

多数の者が利用する建築物の耐震化率

「平成 32 年度までに 95%」 

●計画の基本方針 
◆「地震は必ず起こる」「自らの命や財産は自ら守る」ことを市民に理解していただき、自助・公助・共助

のバランスに配慮しつつ、住宅・建築物の耐震化を進めていきます。 
◆市および県等関係機関はそれぞれ役割分担して、耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備、負担軽

減のための制度の推進など必要な施策を引き続き行っていきます。 

現 状 

 

平成 37 年度 

現 状 

 

平成 37 年度 

 

 

 

滋賀県の想定地震 

現 状 

 

平成 37 年度 

主な被害              死亡の原因 

守山市の耐震化の目標（案） 

耐震化の目標設定 

平成 37 年度 現 状（平成 27 年度） 

 

東日本大震災 （平成 23 年 3 月 11 日発生） 

広域一時滞在の必要性が顕在化 

南海トラフ巨大地震の想定の見直し 

◆ 建築物の倒壊等による圧死を防ぐ 

◆ 消火・救援活動の妨げを防ぐ 

◆耐震改修促進法改正  

◆旧特定建築物を細分化、一部診断義務化 

阪神・淡路大震災 （平成 7 年 1 月 17 日発生） 

建築物倒壊によるもの  88% 
焼死等によるもの     10% 
その他       2% 

死   者   6,434  人 

全壊家屋  104,906  棟 

現 状（平成 27 年度） 

 

平成３7 年度 
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耐震化を進める具体的な施策の展開 

■人材の育成 

○関係機関と連携し、耐

震診断員および耐震改

修技術者の育成・登録

の推進を継続 

○学校での減災教育の積

極的な支援を継続 
※関係機関とは、滋賀県、建

築住宅センター等を示す。

市民の防災意識の啓発等 

ソフト面での施策 
住宅・建築物の耐震化に関する

ハード面での施策 

■耐震改修を促進する 
普及・啓発 

○広報誌･パンフレットの

配布・セミナー等、市

民への啓発の推進 

○自治会単位の防災講座

等の開催を支援 

 

 

 

 

 

 

■既存建築物の耐震化支援 

○木造住宅耐震診断員派遣事業および補

強案作成事業（無料耐震診断・補強費

用算出）による木造住宅耐震化の支援

○木造住宅耐震・バリアフリー改修事業

による、木造住宅耐震化の支援 

○木造住宅耐震シェルター等普及事業に

よる支援 

 

 

■建築指導等の強化 

○耐震改修促進法による 

指導等の実施、および 

建築基準法による勧告

または命令等の実施 

特定既存耐震不適格建築物

の耐震化の施策

 

■特定既存耐震不適格建築物
の耐震化 

○関係機関と連携し、指定、相談

を行い、耐震診断や改修等へ誘

導するため対策を推進 

■総合的な安全対策 
○液状化の対策           ○ブロック塀等の安全対策 

○窓ガラス、天井落下防止対策等   ○エレベーターの地震防災対策 

○エスカレーターの地震防災対策   ○家具の転倒防止対策 

○建築設備の転落防止、破損防止対策 ○地震時の住宅火災の防止 

●重点的に耐震化すべき建築物 

①生活の基盤となる建築物（住宅等） 

②災害時に重要な機能を果たす建築物（庁舎、病院等） 

③多数の人々に利用される建築物（百貨店、ホテル等） 

④倒壊により緊急車両の通行や住民の避難の妨げとなる建築物 

⑤被災時に周辺に被害を及ぼすおそれがある建築物（危険物貯蔵施設等） 

耐震化を進める上での基本的な取り組み方針 

●耐震改修促進法の改正に伴う取組 

①要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の推進 

②避難路沿道建築物の耐震化に対する取組の強化

③防災拠点建築物の耐震化に対する取組の強化 

◆新たな取組 
○建築物の耐震性に関

する表示制度の普及 
◆新たな取組 
○要緊急安全確認大規模建築物の早

急な耐震化を支援 

○緊急輸送道路等の指定の見直し 

（新設道路等による追加指定など） 


